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チアパスにおける先住民族運動（㎜）

女性革命法の提起と先住民女性運動の展開一

小　林　致　広

はじめに
　チアパスの先住民女性はサパティスタ運動の構築や展開にどのように関与

し，支持基盤組織である先住民共同体でのさまざまな決定事項にどのように

参加してきたのだろうか。この設問に関する情報はきわめて限られた形でし

か得ることができない。当事者であるチアパスの先住民女性の生の声につい

ては，断片的なものなら，いくつかの資料から集めることができる。しかし，

その大半は外部の非先住民の調査・研究者や報道関係者によって採録・編集

されたものである。また，先住民女性が属する社会組織の公的な立場の表明

とか，彼女たちが被っている抑圧の実態についての告発は，いくつか集会や

会合の議事録などに記録されることもある。現在時点で禾1j用できる資料とし

ては，数多くの女性とのインタビューなどに基づくギオマール・ロヒラの著
　11〕

作，および1994年の蜂起以降に開催された女性問題や先住民問題に関連する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o〕
会議や会合におけるさまざまな女性の発言などを収録した二つの資料集，そ

して1997年12月アクテアル虐殺事件に関連して出版された女性と暴力を巡る

　　t苫〕
論文集の4点をあげることができる。

　本稿では，1994年の蜂起直後にE肌Nによる「女性に関する革命法」が

公表されたことを契機に，チアパスの先住民女性がどのような対応を示し，

自らの問題をめぐる諸種の議論に参加するようになっていく過程を明らかに

したい。紙幅の都合上，考察の対象とする期間は1994年に限定することにし

たい。
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（1）興LN　g「女性に関可る革命法」．

　1994年1月1目の蜂起直前の12月に出版されたというEZLNの機関紙

『メヒコの覚醒者』第1号には，・いくつかの革命法が収められている。その

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕〕
ひとつが「女性に関する革命法」であり，以下10カ条で構成されている。

　EZLNの女性に関する革命法

　われわれメヒコ人民の解放という正義の闘いにおいて，EZLNは，人種，

信条，肌の色，政治党派を問うことなく，女性を革命闘争に編入している。

唯一要求されることは，搾取されている人民の要求を自・らのものとし，革命

の定める法と規律を遂行，実践するという決意である。しか．も，メヒコの女

性労働者の置かれている状況を踏まえた平等と正義という女性の正当な要求

は，以下の「女性に関する革命法」に組み込まれる。

　①人種，信条，肌の色，政治党派を問うことなく，自らの意志と能力に応

　　じた部署や度合いで，女性は革命闘争に参加する権利をもつ。

　②女性は労働し正当な賃金を受け取る権利をもつ。

　③女性は産み育てるこどもの数を決める権利をもつ。

　④女性は共同体の問題に参加し，自由かつ民主的に選出され役職につく権

　　利をもつ。

　⑤女性と一こどもは健康ならびに食事に関し優先的．配慮を受ける権利をもつ。

　⑥女性は教育を受ける権利を．もつ。

　⑦女性は配偶者を選ぶ権利と強制的に結婚させられない権利をもつ。

⑧いかなる女性も，家族や他人によって身体的な暴力や虐待を受けてはな

　　らない。婦女暴行未遂や婦女暴行の犯罪は厳罰に処される。

　⑨女性は組織の指導部の役職につき，革命軍の士官となれる。

⑩女性は革命の法と規律が定めるすべての権利と義務を享受できる。

この「女性に関する革命法」は，．1993年の3月8日，つまり国際女性の日
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に制定されたものといわれる。その過程については，副司令官マルコスの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛；）
1994年ユ・月26日付けの書簡から部分的に知ることができる。それによると1，

一連の革命法を協議するため，1993年3月に先住民革命地下委員会が招集さ

れた。司法，農業，戦時の義務と権利に関する委員会とともに，．女性に関す

る委員会も先住民女性の要求に基づいて開催された。一それに先立って，一数百

の先住民共同体で協議が行われ，’「女性に関する革命法」’に関する先住民女

性の意見が集約された。チアパス高地地域の共同体における協議はヲモLナ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛o〕スサーナという2名の女性司令官が担当したという占．

　当日，スサーナ司令官によって，数千人もの先住民女性の意見を集約した

提案が読み上げられるにつれ，先住民革命地下委員会の男性メンバrのあい

だでざわめきが起きたという。そのざわめきに対して，「私たち。はいやな相

手とむりやり結婚させられるのはごめんだ。欲しい数だけの，育てられる数

だけのこどもを持ちたい。私たちは共同体の役職を担いたい。自分のことば

で話したいし，それを聞いてほしい。私たちは学び，運転手になる権利まで

を持ちたい」一とスサーナは叫びながら，最後まで提案を・読み上げた。．．提案が

各言語に翻訳され終わると同時に，女たちは拍手喝采し，男たちは頭をかき

むしってしまったという。マルコスによれば，EZLNにとづてはこれこそが

最初の蜂起であるという。

　「女性に関する革命法」の特色は，’労働者という立場からメヒコの女性全

般が獲得すべき権利を規・足していることであり，先住民女性という視点は前

面に出されていない。EZLNが公表した最初の文書である『メ・ヒコの覚醒者』

にはそもそも先住民という語がいっさい採用さ札でいないし，＝」EZLNの指導

部である先住民革命地下委員会（CCRI）の存在も明らかにされていなかっ

た。また，．第9項に一・「革命軍の士官」・という一言葉が出てくるものの，一革命運

動の担い手である武装した女性サパティスタのためだけの法と一いう一一ものでは

ない。

（21）一



　フェミニストの対応

　紛争地域の先住民女性の生活状況を視察するためチアパスの地に赴いた女

性グル」プによって，1994年1月31日に「ロサリオ・カステシャーノスー3

月23日女性集団」が結成される。その最初の声明では，武器をとって戦って

いるEZLNの戦闘員の3分のユが女性であることに言及し，それが男女の

平等を求める女性の戦いの一環であると評価し，憲法4条の改正，一対等な女

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け〕
性の権利を拡張するための憲法改正などを要求している。

　一方，メヒコの急進的なフェミニスト組織が，EZLNの「女性に関する革

命法」に対して示した姿勢は違和感と共感のないまぜのものであったといえ

よう。・女性調査能力養成センター（CICAM）の共同討議を踏まえて作成さ

れた報告に基づき，メヒコの急進的フェミニストの対応を要約すると次のよ

　　　（呂〕
うになる。

　現在の父権的な社会の在り方の変革をめざしているメヒコの急進的フェミ

ニストにとって，EZLNのコミュニケにみられる語りや行動は，ふたつの意

味で，きわめて父権的なものと映ったという。まず第一に，国家の暴力と戦

えるのは暴力のみであり，とくに持たざる者，被抑圧者の暴力は有効なもの

であるとい．う認識は，平和主義を掲げるフェミニストの考えと相容れないも

のである。もうひとつは，戦うこと，人を殺し，死ぬことを認めると．いう倫

理そのものである。戦争宣言を発し，自らを国際法上の交戦団体と認知する

ことを要求することは巧妙な戦略ではあるが，基本的には戦争という狂気を

制度化している現在のr父権的な」社会の在り方を肯定するものでしかない。

それは，EZLNの美辞麗句や約東の言葉を単純に信じられるのかという根源

的な問い接トけでもある。

　それゆえ，「女性に関する革命法」の評価はきわめて難しい作業になると

いう一。女性に関する革命法は女性のための一定程度の復権だけを企てている

という点において，フェミニストの革命法とは評価できず，批判的で自覚的

な女性としての生活体験を踏まえた共同体からの提案とも評価できない。現
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状では，・先住民女性の姿が見えず，戦争状態により彼女たちの生の声にアク

セスできない。それゆえ，「女性に関する革命法」が日々の父権的で暴力的

な慣習に直面している先住民女性たちによる具体的な討論の成果なのか，伝

統的に男性の役割とされる分野に先住民女性を組み込む必要性や民主的なイ

メージを提供するために一部の指導層が戦術的に作成したものかが，まった

く不明であると留保する。戦闘という危機状態においては，その場かぎりの

言葉だけの女性に対するこのような評価がなされることは，ゲリラの歴史の

なかでは周知のことである。戦闘の要員として女性を隊列に組み込むことは，

暴力と死という支配者の制度に女性を組み込むことであり，フェミニストに

とって前進であるとは評価できないとする。

　1月中旬の戦闘申止，EZLN部隊の密林部への後退，政府軍の反乱地区に

対する包囲網形成により，EZLN先住民女性がフェミニストのこのような疑

問に積極的に答える機会はほとんどないといってよい。彼女たちが部分的に

でも生の声を伝える場となるのは，1994年2月中句からのサンクリストバル

市の大聖堂での政府とEZLNの対話交渉の場であった。

（2）政府との対話・交渉における先住民女性問題

　1994年2月中旬から3月初旬にかけてサンクリストバル市で行われた政府

代表団との交渉において，サパティスタ御代表団は34項目にわたる要求事項

を提出していた。そのうち先住民女性の要求項目は第29番目の項目に含まれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1目〕
ていた。具体的には以下の12項目が挙げられている。

サパティスタの先住民女性の要求

（29）先住民女性の要請は以下のとおりである。

a）農民の女性が必要な医療を受けられる産婦人科医のいる出産診療所。

b）共同体に託児所を建設する。

C）すべての農村共同体のこどもに，牛乳，トウモロコシ粉，米，トウモ

　　　　　　　　　　　　　　（23）



　口上シ；一大豆，一食用油，インゲーシ豆，チニズ，1卵，砂糖。，スープ，燕麦

などの食料を政府が十分に提供するよう要求する。

d）一共同体めこどものため，あらゆる機能を備えた調理場や食堂を建設す

べきである。一

e）家族の数に応じて各共同体にトゥーモロコシ製粉所とトルティージャ製

造所を設置すべきである。

f）一鶏，兎，羊，一豚などの飼育場の建設計画をわれわれ自身の手で実施し，

．技術指導員と獣医を酋己備すべきである。

g）かまどや資材の揃ったパン製造所計画を要請する。・

h）機械と原料の揃った工芸品製作所を建設すべきである。

i）「＝’一工芸品を正当な値段で販売できる市場を作るべきである。

j）女性が技術能力の養成を受けられる学校を建設すべきである。

k）一とどもが楽しめ，精神的，肉体的に健康に成長できるよう，農村共同

体に就学前・母親学校を作るべきである。

1）われわれ白身の移動，わ・れわれの各種の計画の生産物を輸送するため，

十分な輸送手段をわれわれ先住民女性も所有すべきである。

　ここに挙げられている12項目は，先住民女性が生活のなかで日々直面二して

いる物質的問塵を解決するための方策であり1「女性に関する革命法」の実

施は要求項目には含まれていない。歴代の政府が解決しようとしなかった経

済，食料，医療，教育面での諸問題を解決することが要求されている。つま

り人間として生活するにあたっての最低限の物質的条件を整えることが，政

府という外部権威に対して要求されているのである。この点に関しで，副司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oo〕令官マルコスはサパティスタの女性同志の次のような発言を紹介している。

　「要求することと，課することがあるのです。’私たちは最低限の物質的条

件を整えるように要求します。私たちに自由を与え，。尊重するよう要求はし

ません。なぜならば，私たちの自由や尊厳は，男性同志や政府が認めるか否
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かにかかわらず，課していくものなのです」

　その」方で，「女性に関する革命法」で言匿われヤ・い。る理念は一∵・政府とめ交

渉によって権威者から認めてもらうという性格のものではな一く，自らの生活

の場である家族，共同体、・一一ある．いぼ肋LNという一組織の内部．で獲得すべき

。ものとされている。女性の政治的参加と決定権，連れ合いめ選択め．自由∴家

庭内外の暴力からの保護，こどもの数の決定権，・一食料や医療サー十ピスを受け

る優先的な権利など，「女性に関する革命法」・一で謳われてい．る権利1は，一連れ

合いや家庭，組織や社会のなかで，具体的に戦い，協力しながら獲得する性

　　　　　　　○ユ〕
格のものである。それゆえ’＝対政府交渉に一おける要求項一居．とな一らなかったの

である。

　政府側の回答

　一方，サバチィスタ側の提案に対する政府側め回答は次のように一なってい
○ヨ〕

る。

　（29）チアパスで提起されている重要な変革のひとつが，家族との関係，

・女性労働，女性の共同体への参加；女性の文化的発展に関し，農民・先住

　民女性の置かれている諸条件を改善することである。そのため，変革の過

程において，女性の福祉や自由をめぐる新しい空間が開発できることを勘

　案じ，多様な要求に関して女性を支援する．ことが重要である。

　　共同体や共同体における諸価値の継承を強化するうえで二一；先住民女性が

家族や共同体のなかで果たす役割は決定的なも’σ）となる。・

　A）診療所は上述の保健衛生計画の一環に組み込まれる。

　B）共同体の協力によ一り，保育所建設を推進する二

　C）食料援助は前述め栄養改善計画によって実施される。

　D）教育・能力養成計画の一環として，共同体と協力し，調理場，食堂建

　　股を援助する。

　E）家族の数に応じて一、集落にトウモロコシ製粉場やトルディ÷シヤ製造
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　所を設置することを援助する。

F）資格養成の統合的計画の一環として，必要な技術指導のもと，鶏，兎，

　羊，豚の飼養場計画を導入する。

G）必要な道具，資材を備えた小規模な製パン場計画を援助する。

H）工芸品製造所の建設，機械や原材料の取得を援助し，チアパスの工芸

　品の国内・国際市場の開拓を促進する。

I）先住民女性の技術能力養成計画を推進する。

J）教育の統合的計画の一環として，こどもを健全に育てるための就学前・

母親学校を農村共同体に建設することを援助する。

K）すでに言及した他の諸点に関しても，一女性独自の組織を基盤として，

共同体が多目的で使用できる輸送体制を援助する。

　　社会開発省（SEDESOL），家族統合発展局（DIF），厚生省は，共同

体毎に実施の期間と責任者を定め，対応する行動計画を60日以内にまと

　める。

　以上の政府側の回答は，EZLN側の12の要求項目よりひとつ少ない11項目

となっている。しかし，これは前者のh），i）という要求項目が，政府側

の回答ではまとめられて回答されているためである。要求されている項目に

関係している諸機関，つまり先住民地域の社会的経済的基盤の整備事業に係

わっている社会開発省，こどもや母親の生活福祉に係わっている家族統合発

展局，そして健康医療を管轄する厚生省という政府の部局が，個別の共同体

の現状を踏まえて，対策を講じるというものである。政府側の基本姿勢は

「対応する行動計画を60日以内にまとめる」という文言にすべて表れており，

その結末ははっきりしていた。つまり空約束でしかなかった。

（3）改革法をめぐる議論

サンクリストバル市でEZLNと政府との交渉が展開する過程において，
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「女性に関する革命法」や一先住民女性の対政府要求をめぐる議論は，EZLN

以外の先住民女性やさまざまな女性組織のあいだでも展開された。．いち早く

発言したのは交渉に参加した二人の先住民女性司令官，ラモナ司令官とアナ・

マリア少佐と会見した首都圏のフェミニストである。そこでは，中絶の権利

と女性の土地所有権の認知が先住民女性の要求に含ま札でいないことが指摘

　　　　　11割
されている。

　中絶の権利をめぐる論争

　「女性に関する革命法」と政府交渉における要求項目において，女性の再

生産の権利に関する項目は明記されている。しかし，チアパスの先住民女性

は中絶の権利の保障という要求を掲げていないことが都市部のフェミニス．ト

にはよく理解できなかったようである。

　政府交渉に出席した2名の先住民女性とのインタビュ』において，先住民

共同体における女性の再生産の権利に関する議論が話題となっている。その

のなかで，EZLNのメンバーである彼女たちがr女性に関する革命法」・の協

議に赴いた共同体における議論のなかで，中絶が討論されたことはなかった

かという質問が提出されている。2人の女性はそのような議論はなかったと

言明している。アナ・マリアは中絶すべきではないという信念が先住民共同

体に存在していることが議論のなかった理由としている。記者団が危険な状

態で行われる中絶の失敗で死ぬ女性がいる実態を指摘すると，そのような目

に遭う若い少女がいることは承知していると対応している。また，安全な中

絶手術が保障されるなら，先住民女性は診療所に赴くかという質問には，話

題を変え，直接的には答えてはいない。そして，アナ・マリアは多くの共同

体で次のような実態があることを紹介している。

　「われわれが伝統があるという場合，それはいつも同じことを続けていく

という意味ではありません。確かに，多くの共同体で，妊娠したことを報告

せず，中絶しよう一とした女性が罰せられることがあります一。このような事態
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が起きた場合二家族が彼女を迫害し，罰することを恐れて，大半の女性は助

産婦とか，呪医のもとを訪れ，中絶するように依頼するものです。私が知っ

ている共同体では，少女を妊娠させた男から罰金を徴収するか，その男を縛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω〕
りあげ，数日間投獄し，少女の面倒を見るよう命令するというものです」

　少なくとも，EZLNの支持基盤組織では中絶をめぐる議論がなかったこと

は確かだろう。一方，都市部のフェミニストがEZLNの中絶をめぐる姿勢

を十分理解していなかったことは事実である。そのことは，EZLNの刑法改

正要求に答える形で，チアパス州知事代行が1994年4月に1990年制定の刑法

を見なおすことを契機に展開した論争に如実に表れている。知事代行が州議

会に提出した州刑法の改正案では，中絶は妊娠した生命の死と規定し，実施

した女性と医者が処罰の対象とされている。処罰されないものとしては，暴

行や女性の意志に反する人工受精による妊娠，胎児にHIV感染や奇形児・

精神障害が予測される場合など5・つの例外が規定されているが，いずれも3

　　　　　　　　　　　　　　　　05〕
カ月以前の中絶でなければならない。

　この州刑法改正は・EZLNの要求に基づくものであるという・報道が行われ

た。それに対し，メヒコの代表的なフェミニストのマルタ・ロマスは，

EZLNの姿勢にはバチカンの意向が強一く影響しており，その姿勢は「女性に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oo〕関1する革命法」の姿勢と矛盾するという批判を展開した。この批判に対して，

亙ZLNは報道が誤っていることを指摘し，中絶の処罰を要求していないこと

を明らかにした。そして，先住民女性たちが中絶を行っているが，それは彼

女たちの自発的な意志ではなく，「長期間にわたる栄養不足」によるもので

あると指摘し，EZLNの女性同志は中絶のための病院を要求していないこと

　　　　　　　　o？〕
を明らかにしている。

　非サパティスタの先住民女性に一よる議論

　1994年1月にEZLNの「女性に関する革命法」が公表されると，・チアパ

ス高地地域の先住民女性が参加している民芸品生産者地域連合（J’pas
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Jo1ovi1etik）や先住民女性独立組織（OIMI）が中心となって，「女性に関す

る革命法」や先住民族の権利に関す。る．憲法第4一条の改正をめぐる議論が徐々

に展開していった。これらの組織は，非政府組織である州先住民医師組織

（ρMIECH），サンクリストバル司教．区女性調整委員会（CODIMUJ）が調

整役となるかたちで，チアパス州の市民抵抗運動に積極的に関与していく。

連邦軍の地域からの撤退，自治を求めて戦っている先住民共同体への迫害停

止を要求するとともに，先住民言語による情報がマスコミでまったく行われ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛13〕
ていないことに対する抗議が提出されている。

　！994年5月19・20日の両日，サンクリースドバル市で，J’．pas　Jo1ovi1etik，

OIMI，OMIECH，CODIMUJなど非政府組織の呼び掛けによって，「われ

われの習慣と伝統のなかで女性の権利」というワークショップが開催された。

このワークショップにはチアパス高地地域（8地区，ツェルタルとツォツィ

ル），国境隣接地域（トホラバル）と山岳地域（マム）などユ0地区，4つの

先住民族集団から50名を越す先住民女性が参加した。その多くは織物や土器

など民芸品の生産者協同組合の運営に参加している先住民女性だった。彼女

たちは，家庭内暴力や先住民女性であるために被ってきた差別や抑圧につい

て議論するとともに，連邦政府が企てていた先住民の権利に関する憲法第4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　○宮〕条改正案や運用規則について分析を行った。また，フー一クショップに参加し

た行政地区や民族集団の数が限定されていたことから，より広範な参加を呼

び掛けることが確認された。

　7月14日には，チアパス高地地域の10地区，27共同体の先住民女性の会合

がサンクリストバル市で開催された。一参加者の大半は，J’pas　Jo1oviユetik

とO1M1の先住民女性メンバーで，討論は基本的には先住民言語で行われた。

討論の通訳や討論内容や要求事項を記録するため，J’pas　Jo1ovi1etik，サ

ンクリストバル女性組織やコミタンの女性のための調査活動センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蜆。〕（CIAM）の顧問をしているラディーノ女性たちも参加していた。会合では，

6月にアルタミラーノ地区のサンタ・ロシーダ・シバキルで起きた検問所の
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軍兵士による3名のツェルタル女性の暴行事件関係者の厳正な処罰を要求す

るとともに，8月4日の抗議行動に参加することが決議された。さらに共同

体の役職や家庭内での労働における男女の平等保障，学校教育を受ける権利，

共有地やエヒード農地保有権の保障，先住民女性を迫害するカシュラン（ラ

デイーノ）の処罰を規定した法律の制定が要求されている。

　チアパス州女性会議

　この7月上旬の会合の参加者の大半を占めていた2組織，J’pas

Jo1ovi王etikとOIMIは7月2・3日に開催された第1回チアパス州人民会

議に参加していた。この第1回チアパス州人民会議に参加した女性たちが中

心となり，7月28・29日にサンクリストバル市で第1回チアパス州女性会議

（Convenci6n　Estataユde　Mujeres，CEM）が開催された。会議の目的は，

女性の基本的要求の実現に向けて協力関係を築き，組織化を推進し，和平プ

ロセスに参加する体制を構築することであった。14の女一1蝪畿や個人資格で，

約100名の先住民と非先住民女性（ほぼ同数）が会議に参加した。主な参加

者はチアパス高地地域に限られ，チアパス州全域から女性が参加したわけで

もなく，現状報告が主体となり，8月に実施される民族民主会議（CND）

や選挙を視野に入れた政治的な議論が優先し，先住民女性の抱える問題の解

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蜆ユ〕
決に向けた議論は徹底したものとはならなかった。

　会議では，①選挙プロセスと女性の投票，②EZLNと政府の対話，③先

住民の権利の3テーマに別れて議論が行われた。とりわけ，先住民女性と非

先住民女性のあいだで見解が別れたのは，「民主的な組織」の内部において

も指導的な役職に女性が就任することや女性独自の組織化が認められていな

　　　　　　　　　　　　　　　　　（朋〕
い現状にどのように対処するかであった。会議における合意は，チアパスに

おける人権抑圧の状況に関するも一のと，8月のCNDの会議に関連するもの

に大別できる。前者に関しては，一軍兵士によるツェルタル女性への暴行，検

問所での性的嫌がらせ，J’pas　Jo1ovi工e七ikや民衆健康教育サービス推進委
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員会（PRODUSEP）など農民・先住民女性に関連し仁活動をしている組織

への嫌がらせ，州知事候補アマード・アベンダーニョの交通事故をよそおっ

た襲撃などに対する告発が行われている。後者に関しては，チアパス女性5

名をCND総会に代表派遣すること，5つの部会において，日常生活の改善

につながる要求，資源の分配に関する男女，先住民・非先住民の平等の保障

について議論する場を設定すること，男女同数で構成される制憲議会設立，

家庭，教育，労働，保健衛生，共同体，政府や社会組織における男女の平等

参加を保障する憲法の制定などが採択されている。とくに，家庭生活に関す

る問題としては，男性が女性の権利を認知することの必要性が強調され，配

偶者の選択の自由，こども養育の権利と責任の対等な分担，男児と女児の平

等な扱い，こどもの数の決定，離婚時の母親への親権付与と父親の養育義務

の明確化，女性を虐待する男性に対する処罰，そして，未亡人を含めた女性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱〕
の土地相続権の認知などが要求されている。

　この会議で採択された決議を踏まえ，チアパス州の女性組織は，8月7日

からチアパス州のラス・マルガリータス地区グアダルーペ・テペヤックのア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱〕
グァスカリエンテスで開催された第1回CNDに参加した。当初，5つの作

業部会においてCEMは意見表明する機会を保障されていたが，実際には5

つの作業部会における決定案の策定に女性の意見が十分には反映されていな

かった。この事態を踏まえて，国内の54の女性組織は，CNDの全体集会で

意見書を提出した。そのなかで，女性があらゆるレベルで対等に参加できる

システムの確立，そのための父権的制度．の打破，性別と民族集団に関して比

例配分による参加制度の保障，母性，セクシュアリティ，再生産の権利を自

ら決定する自由の保障，制憲議会で男女の平等に関する法案（憲法3，4，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蜆；〕
27，！23条など）を定めることなどが提案された。また，人類学者マルセラ・

ラガルデは，組織に属することのない女性の参加なしに議論される憲法は父

権的であり，メヒコの日常生活を再構築する基盤とはなりえないとし，フェ

ミニズムを社会全体の財産とすべきであると主張する「新憲法制定議会にお
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱〕けるフェミニス・ト」と．いう発表をミ総会．に提出している。

　統r選挙では，大統領選挙、国会議員選挙，チアパス州選挙ともPRIが

勝利を収め」ることになった。この選挙結果を受けて市民抵抗が組織され，8

月末から9月前半にかけて，・チ．アバス各地で抗議集会，．役場や放送局の占拠，

道路封鎖などが行われたも．こうした状況の．なか，10月1・2日にサンクリス

トバル市で第一2回チアパス州女性会議が開催さ牝た。

　この会議には約30の組織から農民，．先住民，市民社会，・政党，教員・学生

など45P名が参加し，それぞれの問題を議論した。農民組織に関する問題で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1卯〕
は，7月に。2組織に分裂したCEOICのう．ち会議に参加した民主独立派に対

して女性委員会を即時に設置することが要請された。同時に，市民抵抗や土

地占拠への参加を口実にした全国連帯計画資金や農村直接支援計画

（PROCAMPO）資金の補助金停止一という実態が告発された。一方，先住民

女性は自らが受けてきた貧しさ，迫害や従属を克服するため組織化を進めて

きたのであり，その要求はEZLNの要求と基本的には同一である．としてい

る。また，スペイン語識字能力の不足により，女性に保障されている諸権利

を先住民女性がまったく知らないという現状が強調されている。具体的要求

としては行取地区の・資金を女姓組織育成に充当すること㌧一行政地区，共同体

や社会組織の当局者が先住民女性の権利を尊重すること，法律制定作業への

先住民女性の参加，充実した医療サ∵ビスの提供があげられている。

　この第2回会議では，アマード・アベンダーニョを首班とする州移行政府

の認知まで戦いを継続すること，市民抵抗を継続し移行政府を樹立すること，

チアパス州人民会議と州政府に女性が積極的に参加すること，・チアパス州女

性会議の代表36名を選出し，1995年．2月初旬にケレタロ州で開催予定の全国

女性会議（Con〉ehci6n　Nム。ionaユde　Mujeres）にむけて与名の代表委員を

　　　　　　　　　　　　　㈱〕
派遣することなどが決議された。
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むすびにかえ一て

　1994年1月のEZLN蜂起を契機として，チアパス州や全国の非サパティ

スタの社会組織，いわゆる市民社会の基盤組織の女性のあいだでは，サパティ

スタの女性革命法，そして先住民の権利に関する憲法第4条改正をめぐる議

論が展開き．れてきた。1995年2月初旬の全国女性会議は，その直後にケレタ

ロ市で開催．される民族民主会議の第3回大会に女性のジェンダーに関連した

議題やそれに関連する要求を組み込むために組織されたものである。・しかし，

民族民主会議が発表した「ケレタロ計画」は女性たちの要求に応える内容を

含んだものではなかった。一その直後の2月9日，連邦政府軍がEZLNの根

拠地や支持基盤組織を軍事的に攻撃する事態が起き，民族民主会議を基軸と

した市民社会の運動，アベンダーニョ首班の反乱州政府の運動は頓挫するこ

とになる。アベンダーニョ反乱州政府を支持するためのチアパス州人民会議

（ADEPECH）への参加をめぐり，CEMはADEPECH参加派と，．非政府組

織という立場を継続しようとする派に分裂する。また，ADEPECH参加組

織も政府との交渉をめぐって拒否派と賛成派に分裂し，CEMは解体するこ

　　　　㈱〕
とにな．る。

　その後の先住民女性に関連する運動の展開はおおよそ以下のとおりである。

　1995年5月，一EZLNと政府の対話交渉が始まると，CEMはEZLNと政府

　　　　　　　　　　　　　　　　制〕
との対話にむけた提案を行っている。1995年6月，EZLNの政治組織化など

5項目にわたり市民社会の意見を聴く目的で「平和と民主主義に関する全国

協議」を8・9月に実施することがEZLNによって提起された。Danie1

Caz6sは，質問項目に「市民組織や政府の代表，責任者の役職すべてに，女

性の存在と対等な参加筆保障すべきか」という項目を付加することを提案し

た。その提案が採択され，8月に約150万人が参加して実施された全国協議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛肌〕
の結果，第6項の提案は93％の賛成で採択された。

　1995年10月に始まったサンアンドレス会議の第1テーブル「先住民の権利

と文化」の第4部会として「先住民女性の状況・権利・文化」が設置された。
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部会においては，①政治・社会・文化モデル，②自治，③土地，④女性と生

産過程，⑤健康と再生産の権利，⑥教育と文化，⑦社会福祉とサービス，⑧

政治参加，⑨暴力と人権一という9つのテrマについて，。EZLNと政府に任命

された委員が議論を展開した。このサンアンドレス対話での議論を検討する

ために，・12月にはANIPA全国女性集会が開催され，全国から260名参加し

た。引き続いて，1996年1月には先住民全国フォーラムが開催され，「先住

民女性の権利と文化」部会には約200名が参加している。

　1966年2月に「先住民の権利と文化」に関するサンアンドレス合意が調印

され，1996年10月には，EZLNのラモナ司令官参加のもと，メヒコ市で先住

民全国議会（CNI）創設集会が開催された。女性の参加者から女性問題部会

設置の特別提案が提出されるが，119票対214票で提案は却下されている。サ

ンアンドレス合意調印後，憲法4条の改正に関するCOCOPA提案を拒否す

るなど政府側の合意実行を拒否する姿勢が続き，対話・交渉は現在まで中断

したままで㌧先住民の権利に関する憲法改正の議論は頓挫している。

　1997年8月になって，オアハカ市で先住民女性全国集会が開催されたもの

の，．先住民女性による復権運動は先住民運動，市民社会の運動と同様に停滞

している。同時に，EZLN支持基盤組織や先住民自治地区運動に対する政府

や軍の圧力が高まり，先住民女性たちは政府や軍の攻勢に対する低抗運動の

前面に立たざるをえなくなっている。同時に，彼女たちは家族や共同体，社

会組織における父権的な「悪い習慣」との粘り強い戦いを展開している。彼

女たちは，EZLNの「女性に関する革命法」の内実を日常生活の模範にする

ための息の長い静かな戦いを継続している。

注

（1）Guiomar　Rovira，Mヵεr舶d百㎜α三宮，互αU02d直正α占加d三8肌α苫dεC肋卿αsツ王αr地目蛎n

　2αρα士…苫tα，VirusEditoria1．1996．なお修正版がメヒコのEdioione昌Era，1997から出版され

　ている。なお．スペイン版の第4・7・3章の一部が柴田修子によって翻訳され，それぞれ
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　　『ラカンドン』4・5・6号（1999年）に掲載されている。

（2）そのひとつRo畠a　Roja日（ed．）C励αραs，iツ王αε肌映r色sψ6穿2tomo畠，Edioione畠La

　　Corroa　Feminista．1995，は女性調査能力養成センターの代表をつとめるジャーナリストに

　　よって編集されたもので，1994㌔95年時点での資料集となっている。もうひとつのSara
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